
○ 我が国では、年間約1,800万トン（平成２１年度推計）の食品廃棄物が排出されている。このうち、食べられるのに 
 廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約500～800万トン（平成２１年度推計）と試算。 
 
○ 食品ロスを発生させる要因として、①事業者側では、「賞味期限」までの期間を製造業者、販売業者、消費者 
 が1/3ずつ分け合うという、いわゆる３分の１ルールによる返品等の商慣習、②消費者側では、過度な鮮度志向、 
 などがあるのではないかといわれている。 
 
○ 平成24年４月から、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の「発生抑制の目標値」を、発生抑制の重要性が 
 高い業種について設定し、食品ロス削減の取組を推進。 
 
○ これまでも、ＮＰＯ法人等においては、賞味期限が間近となった食品や食品衛生上問題がない規格外品を社会福 
 祉団体等に提供するフードバンク活動や、ドギーバッグ（持ち帰り容器）の普及への取組などが行われている。 
 
○ 行政においても、農林水産省主催の検討会において「食品ロスの現状とその削減に向けた対応方向について」 
 を取りまとめたほか、フードバンク活動の立ち上げを推進するための補助事業の実施、食品の期限表示（消費期限      

と賞味期限の違いの明確化など）やドギーバッグの周知・啓発、食育白書、食育ガイド、消費者教育ポータルサイ
ト等において食品ロスを取り上げるなどの取組を実施。 

 
○ 食品ロスの更なる削減に向け、関係府省庁が連携して、事業者・消費者双方の意識改革・取組を推進していく   

こととし、その一環として、「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を設置。 
 
 
 

食品ロス削減に向けた取組 
－関係府省庁の取組をまとめました－ 

背景・これまでの主な取組 



（２４年度から） 
○ 食品製造業、卸売業及び小売業並びに有識者から 
 構成される「食品ロス削減のための商慣習検討ワー 
 キングチーム」において 
 食品ロス発生の原因と 
 なりうる商慣習の実態 
 把握や課題を共有し、 
 解決を目指す取組を 
 支援。（農林水産省） 
 
 
 
○ フードバンク活動など食品ロスの削減や過剰包装の 
 削減活動の構築に必要な具体的検討等を行うＮＰＯ法 
 人等を引き続き支援。 
 （農林水産省・25年度予算概算要求事項（継続）） 
 
 

（２４年度から） 
○ 消費者庁ホームページに、「食べもののムダを 
 なくそうプロジェクト（食品ロス削減に向けた取  
 組）」に関するページを設け、消費者へ課題を広く 
 認識していただく。（消費者庁） 
 
           ○ 消費者教育推進のための 
            体系的プログラム研究会に 
            おいて、食品ロスについて 
            も取り上げる。 
            （消費者庁） 
 
（２５年度から） 
○ 学識経験者、消費者団体等の有識者による検討会を 
 開催し、消費者が食品ロスの削減のために必要な知 
 識、消費者に対する効果的な普及啓発の内容及び手法 
 を検討し、消費者への普及啓発（シンポジウムの開 
 催、リーフレットの作成・配布など）を実施。 
 （消費者庁・25年度予算概算要求事項（新規）） 
 
○ 消費者教育ポータルサイトの改修を実施するに当た 
 り、食品ロスに関する情報を充実する。（消費者庁） 
 
○ 食育推進全国大会等のイベントやシンポジウムなど 
 において、普及啓発を実施するほか、地方自治体を通 
 じた普及啓発も実施。（内閣府・各省庁） 

消費者向け 事業者向け 

今後の主な取組 

食品ロス削減についての詳細は、以下をご参照ください。 
（農林水産省ホームページ） 
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/index.html 

（消費者庁ホームページ） 
 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html 

（２４年度） 
○ 現在見直しを進めている「循環型社会形成 
 推進基本計画」の中に、食品ロスを盛り込む 
 ことを検討。（環境省） 
  

－関係府省庁が連携して食品ロスの削減に取り組みます－ 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/index.html�
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html�


参考資料 



●店等から撤去、廃棄 
(一部値引き販売) 

３分の１ルールによる期限設定の概念図（賞味期限６ヶ月の場合） 

○ 食品小売などが設定するメーカーからの納入期限及び店頭での販売期限のことで、製

造日から賞味期限までの期間を概ね３等分して設定される場合が多い。   

店頭での販売 

2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月 

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限 

卸
売 

卸・小売からメーカーへの
返品、受取拒否 

小売から卸売への返品 

ス
ー
パ
ー 

メ
ー
カ
ー 



  

○人口減少や高齢者増加により世帯における一人あたり食品の使用量の減少とともに、食品ロス率は消費者意識の高

まりもあって減少傾向にある。 

○家庭から出された生ごみのうち、食べ残しが３８％を占めており、その半分以上が手つかずの食品である。また、

手つかずのまま廃棄された食品のうち、賞味期限前のものが約４分の１を占めている。 

○食品ロス率の高い単身世帯に対する取組や賞味期限に対する正しい理解など食品ロス削減に向けた取組が引き続き

重要である。  

◆世帯における食品ロス（農林水産省「食品ロス統計調査」） ◆家庭から出される生ごみの内訳 

調理くず 
56% 

食べ残し 
39% 

その他, 
5.5% 

手つかずで廃棄され
た食品の賞味期限
の内訳を見ると・・・ 

賞味期限前の
食品ごみが約

1/4も！ 

（平成19年度京都市家庭
ごみ組成調査（生ごみ）） 

食品ロス率（％） 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２１年度

計 4.1 3.7 3.8 3.7
単身世帯 5.0 6.4 4.6 4.8
２人世帯 4.5 4.0 4.0 4.2
３人以上世帯 3.9 3.6 3.7 3.4

高齢者がいない 3.7 3.5 3.6 ―
高齢者がいる 4.3 3.7 3.7 ―



 

・ 包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品 

 質には問題がないが、通常の販売が困難な食品・食 

 材を、NPO等が食品メーカー等から引き取って、福 

 祉施設等へ無償提供するボランティア活動。 

・ 米国では年間200万トンの食品が有効活用。 

・ 日本ではNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンが 

 最大の規模（2010年の食品取扱量は813トン） 

・ 同法人を含む全国の11団体がネットワークを構 

 築し、活動を推進。 

 

 

 

 

 

○ 賞味期限が間近となった食品や、食品衛生上問題がない規格外品をフードバンク活動へ寄贈す

るなど、できるかぎり食品として有効に活用。 

○ ３月の東日本大震災では、フードバンクのネットワークを活用し、３月中にトラック25台分の

支援物資を被災地へ届ける等の活動を実施。 

○ 米、パン、めん類、生鮮食品、菓子、飲

料、  調味料、インスタント食品等様々な

食品が取り扱われています。 

○セカンドハーベスト・ジャパン 
（東京都台東区） 

○フードバンク 
（東京都荒川区） 

○フードバンクだいち 
（青森県青森市） 

○ふうどばんく東北ＡＧＡＩＮ 
（宮城県仙台市） 

○フードバンク山梨 
（山梨県南アルプス市） 

○セカンドハーベスト名古屋 
（愛知県名古屋市） 

○フードバンク関西 
（兵庫県芦屋市） 

○フードバンク広島 
（広島県広島市） 

○フードバンク高知 
（高知県高知市） 

○フードバンク日田 
（大分県日田市） 

○セカンドハーベスト沖縄 
（沖縄県那覇市） 

○フードバンクいしかわ 
（石川県金沢市） 

○フードバンクとちぎ 
（栃木県小山市） 

○フードバンク宇都宮 
（栃木県宇都宮市） 

○フードバンク茨城 
（茨城県つくば市） 

○フードバンク九州 
（福岡県福岡市） 

○フードバンクとやま 
（富山県射水市） 

※赤枠はフードバンクネットワーク参加団体 

○フードバンク道央 
（北海道千歳市） 

フードバンク活動の取組 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 おいしく食べることがで
きる期限(best-before)。こ
の期限を過ぎても、すぐに
食べられないということで
はない。 
 
 
 

 3ヶ月を超えるものは年
月で表示し、3ヶ月以内の
ものは年月日で表示。 
 
 
 

 スナック菓子・カップめ
ん・缶詰等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 期限を過ぎたら食べな
い方がよい期限(use-by  
date)。 
 

 
 
 年月日で表示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
弁当・サンドイッチ・生め
ん等 
 
 
 
 
 

 

賞味期限 消費期限 

(参照) 農林水産省HP: http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kigen.html 

≪期限表示変更の経緯≫ 

 開封する前の期限を表しており、一度開封したら期
限にかかわらず早めに食べましょう。 

食品の期限表示 

  

○ 食品の期限表示（賞味期限・消費期限）については、平成7年に、国際規格との整合性をとって製造年月日表示から期限表示に変更し、平成15年には
、食品衛生法とJAS法の統一（品質保持期限を賞味期限に統一）を図ったところ。 

 

○ 消費者庁では、意見募集や意見交換会(平成22年9月15日)の結果を踏まえ、平成23年4月8日「食品の期限表示制度の改善方策のための措置」を公
表し、「加工食品の表示に関する共通Q&A（第2集）」を改正し運用の改善を図ることとした。 

≪「加工食品の表示に関する共通Q&A（第2集）」改正のポイント≫ 

意味 

表示 

対象の食品 年 食品衛生法　関係 JAS法　関係

昭和23年(1948年)
食品衛生法施行

　・乳用牛乳等に製造年月日表示を義務付け

昭和45年(1970年)

JAS法に基づく品質表示基準制度開始

　・政令で指定された物資に製造年月日表示

　　を義務付け

昭和60年(1985年)

平成6年(1994年)
食品衛生調査会答申

　「消費期限」又は「品質保持期限」を表示

JAS調査会答申

　「消費期限」又は「賞味期限(品質保持期限)」

　　を表示

平成7年(1995年) 省令施行 告示施行

平成13年(2001年)
　加工食品品質表示基準に基づき全ての加工

　食品に期限表示を義務付け

平成15年(2003年)

平成17年(2005年)

Codex規格で期限表示を導入　(賞味期限が原則)

品質保持期限を賞味期限に統一

本格施行

（１）「消費期限」と「賞味期限」の違いの明確化 
（２）保存方法等に関する情報提供の促進 
（３）期限表示ラベルの貼り替えに対する考え方の明確化 
（４）事業者による期限設定の考え方の明確化 
（５）いわゆる1/3ルールが任意のものであることの明確化 



 
 

 
 

食品ロス削減に関する取組（食料自給率向上、食育） 

○フード・アクション・ニッポンとは、生産者から消費者まで、関係者が一体となって推進する食料自給率向上
に向けた取組をいう。国産農産物を食べ、食べ残しや食品の無駄な廃棄を減らすことで生産と消費の両面から食
料を見直していくことが必要。 
○国民一人一人が自ら食について考え、判断し、健全な食生活を送るために必要な情報を分かりやすく提供。 

「いまが旬」の食べ物を選びましょう １ 

地元でとれる食材を日々の食事に活かしましょう ２ 
ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい
食事を心がけましょう ３ 

食べ残しを減らしましょう ４ 
自給率向上を図るさまざまな取組みを知り、試し、応援
しましょう ５ 

食料自給率の向上のために 

＜食料自給率向上のための５つのアクション＞ 

食育の推進 

フード・アクション・ニッポン 

（１）生産者から消費者まで、関係者が一体となって推
進する食料自給率向上に向けた取組。 

（２）現在、生産者、食品関連事業者、流通業者、学校、
行政等幅広い分野の関係者が「推進パートナー」とし
て参加いただき、国産農産物の消費拡大に向けて官民
の連携による取組を実施。 

（３）平成24年8月31日現在、推進パートナー6,633社、
個人会員84,678人が参加。 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/index.html 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/recipe/eco.html 

○ 農林水産省ホームページ「みんなの食育」で情報提供 

○ 農林水産省ホームページ「子どもの食育」で情報提供 

http://syokuryo.jp/index.html�


食育白書において、食品リサイクルと食品ロスの 
削減に関する取組（農林水産省・環境省）を記載 

食品ロスや食品表示についても記載した「食育ガイド」 
を都道府県、関係団体等へ配布するとともに内閣府 
ＨＰに掲載 



消費者庁消費者教育ポータルサイトに 
食品廃棄に関する啓発パンフレットの情報を掲載 

消費者庁のホームページに 
食品ロスのページを新設 

ホームページ変更イメージ 



    
   
                                              

パンフレット配布や 
シンポジウム開催等 

による広報 

イベントへの参加 

マスコミへの情報発信 

国民運動への 
展開 

消費者政策担当課長会議 

食品ロス削減関係省庁等連絡会議 

消費者問題への迅速かつ的確な対応を図る観点から消費者政策担当
課長会議の下に設置（平成24年7月）。 
関係省庁の連携によって、食品ロス削減のための消費者の意識改革
に向けた取組を推進していく。 
 

消費者への 
普及啓発 

食育との連携 
地方自治体等への

周知 

内閣府 消費者庁 

環境省 農林水産省 

消費者施策の推進等について密接な連絡、情報交換、協議等を行う
ため、消費庁、内閣府、農林水産省、環境省、厚生労働省、食品安全
委員会、警察庁等で構成。 
 

「食」に関する将来ビジョン 
～生涯食育社会の加速化に向け、「食品ロス削減の取組」を食ビジョンに追加～ 

（各府省政務官を構成員とする検討本部で確認） 
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